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福岡市飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進協議会規約 

 

（名称） 

 第 1 条 この協議会は、福岡市飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進協議

会（以下「協議会」という。）という。 

 

（目的） 

 第２条 協議会は、福岡市における猫の過剰繁殖による問題解決のため、不妊

去勢手術の推進に関する事業等を行うことで、地域の生活環境の保全並びに猫

の殺処分頭数の減少を図り、「人と動物との調和のとれた共生社会」を実現する

ことを目的とする。 

 
（構成） 

 第３条 この協議会は、別表に掲げる団体をもって構成する。 

 

（委員） 

 第４条 委員は、各構成団体により選出された者とする。 

 

（役員） 

 第５条 協議会には次の役員を置く。 

  （１）会 長 １名 

  （２）副会長 １名 

  （３）監 事 ２名 

 ２ 会長は協議会を代表し、その業務を総理する。 

 ３ 副会長は会長を補佐する。 

 ４ 会長、副会長、監事は委員の互選とし、任期は２年とする。ただし再任は

妨げない。 

 ５ 役員が任期中に退任した場合、後任者がその職務を行う。 

 

（会議） 

 第６条 この協議会の会議として、総会を開催する。 

 ２ 総会は会長が招集する。 

３ 総会は、次にあげる事項等を協議、決定する。 

 （1） 予算及び決算 

 （2） 事業計画及び報告 

 （3） 規約の改正及び廃止 

 （4） その他業務の運営上特に重要な事項 



 

 ４ 総会は、委員の半数以上の出席で成立し、議事はその過半数の賛同を持っ

て決定する。ただし、開催が困難な場合は、持ち回りの会議を開き、会議事項

を決定することができる。 

 

（事業） 

 第７条 この協議会は次に定める事業を行う。 

  （１）飼い主のいない猫の繁殖制限に関する支援 

  （２）問題のある多頭飼育者が飼育する猫の繁殖制限に関する支援 

  （３）飼い主のいない猫の適正管理に関する指導、助言 

  （４）多頭飼育の猫の適正飼育に関する指導、助言 

  （５）前４号に掲げるもののほか、協議会が必要と認める事業 

 

（事務局） 

 第８条 協議会の事務局は、福岡市保健医療局生活衛生部生活衛生課に置く。 

 ２ 協議会の庶務は事務局において処理する。 

 

（経費） 

 第９条 協議会の経費は、福岡市からの負担金及びその他の収入をもって充

てる。 

 

（会計年度） 

 第 10条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月 31日までとする。 

 

（その他） 

 第 11 条 この規約に定めるもののほか、協議会の事業運営に必要な事項は、

会長が別に定める。 

  



別表（第３条関係） 

  

構成団体 

福岡市 保健医療局 生活衛生課 

福岡市 保健医療局 動物愛護管理センター 

一般社団法人 福岡市獣医師会 

一般社団法人 ねこ９９福岡 

ライフリレー博多ねこ 

［sakuraneko］ 

 



 

福岡市飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進協議会 経理規程 

 

（趣旨） 

第１条 福岡市飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進協議会（以下「協議会」という。）

の経理に関する事務の取り扱いについては、この規程の定めるところによる。 

 

（事務局） 

第２条 事務局は、協議会の予算、決算及び経理に関する事務を行うものとする。 

 

（経理責任者） 

第３条 経理に関する事務を行うため、事務局に経理責任者、経理主任者及び事務取扱者

を置く。 

２ 経理責任者は事務局長（福岡市保健医療局生活衛生部生活衛生課長）とし、事務取扱

者は経理責任者が指名する。 

３ 経理責任者は、次の各号に掲げる事務を行う。 

(1) 団体の予算及び決算に関すること。 

(2) 出納の決定に関すること。 

(3) 金銭、物品その他の資産の管理状況の確認に関すること。 

(4) 経理主任者及び事務取扱者に対する監督に関すること。 

(5) 事故防止に関すること。 

４ 経理主任者（福岡市保健医療局生活衛生部生活衛生課動物愛護管理係長）は、次の各

号に掲げる事務を行う。 

(1) 経理責任者の補佐に関すること。 

(2) 事務取扱者に対する監督に関すること。 

５ 事務取扱者は、次の各号に掲げる事務を行う。 

 (1) 出納に関すること。 

 (2) 金銭、物品その他の資産の管理に関すること。 

 (3) 金銭、物品その他の資産の出納状況に関する経理責任者への報告に関すること。 

 (4) その他必要な事務に関すること。  

 

（帳簿等） 

第４条 経理責任者は、収入支出経理簿を整備する。 

 

（予算） 

第５条 予算は、会計年度ごとに編成し、総会に提出して、その承認を受けなければなら

ない。ただし、総会の承認を受ける前に、やむを得ず総会の開催経費などの予算を執行

する必要があるときは、会長（又は事務局長）の承認を得た上で必要最小限の範囲にお

いて執行しなければならない。 

２ やむを得ない理由により、当初の予算額を増額又は減額する必要がある場合は、総会

の承認を受けなければならない。また、予算を流用する必要がある場合は、書面により



 

その決定を行わなければならない。 

３ 経理責任者は、予算の執行状況等を予算整理簿にて管理しなければならない。 

 

（決算） 

第６条 収支決算書は、会計年度終了後速やかに作成し、監事の監査を受け、総会に提出

し、その承認を受けなければならない。 

２ 物品出納簿及び備品管理台帳についても、監事による監査を受けなければならない。 

 

（収入） 

第７条 経理責任者は、協議会に収入があるときは、収入伺を作成し、預金通帳その他に

より入金額を確認の上、収入支出経理簿に記帳しなければならない。 

２ 収入を現金で受領した場合は、速やかに預金口座に入金しなければならない。 

 

（支出） 

第８条 経理責任者は、支出の決定を行うときは、支出の原因となるべき契約その他の行

為を確認の上、支出伺を作成しなければならない。 

２ 経理責任者は、支払いを行うときは、請求書その他により支払金額を確認の上、支出

伺を作成しなければならない。 

３ 支払いは、原則として、口座振込により行わなければならない。ただし、小口払の場

合は現金により、相手方から現金、小切手、郵便振替等による支払いの依頼を受けた場

合は当該方法により支払うことができる。 

４ 資金前渡又は概算払により支払いを行う場合は、速やかに領収書又はこれにかわる証

拠書類を添付して精算しなければならない。 

５ 前項の精算に際して、残金があるときは、精算と同時に返納しなければならない。 

６ やむを得ない理由により立替払を行う必要が生じた場合は、その旨を口頭で経理責任

者に報告し、その承認を受けなければならない。 

７ 経理責任者は、支払いを終えたときは、預金通帳その他により支払金額を確認の上、

収入支出経理簿に記帳しなければならない。 

 

（契約） 

第９条 契約をする場合は、「福岡市契約事務規則」「福岡市契約事務取扱規程」に準じた

取り扱いをするものとし、１件 10 万円以上の契約については、２者以上から見積書を徴

しなければならない。ただし、契約の性質又は目的等により契約の相手方が特定される

ものについては、この限りではない。 

 

 

（現金の管理） 

第１０条 現金については、経理責任者の指定する金融機関に預金しなければならない。

ただし、特段の事情があるときは、経理責任者の決裁を経て、事務局において現金を保

管することができる。 



 

２ 前項ただし書により事務局において現金で保管する場合は、保管金額及び保管期間を

必要最小限にとどめ、かつ、所定の金庫に保管するなど事故防止に万全を期さなければ

ならない。 

３ 預金通帳は所定の金庫に保管し、銀行登録印及び金庫の鍵は経理責任者が別に保管す

るなど、適正に保管しなければならない。 

 

（文書の保存期間） 

第１１条 出納関係文書の保存期間は、５年とする。 

 

（雑則） 

第１２条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、事務局長が別に定める。 

 

  附 則 

この規程は、令和５年４月２４日から施行する。 

 

 

 

 

 



飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、地域における飼い主のいない猫や多頭飼育問題が生じている飼

い主が所有する猫の繁殖を抑制するために、飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推

進協議会（以下、「協議会」という。）が指定する福岡市内の動物病院（以下、「協力動

物病院」という。）で不妊去勢手術を実施する際に、必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ 

ろによる。 

（1）飼い主のいない猫 市内に生息する特定の飼い主がいない猫をいう。

（２）多頭飼育問題 複数の猫を飼育している中で、適切な飼育管理ができず、「飼い

主の生活状況の悪化」、「猫の状態の悪化」、「周辺の生活環境の悪化」といった影響

が生じている状況をいう。

（3）協力動物病院 本要綱の趣旨を理解のうえ、参加同意書（様式第 1 号）を協議会

に対し提出した動物病院をいう。

（４）不妊手術 メス猫の生殖を不能にする手術をいう。

（5）去勢手術 オス猫の生殖を不能にする手術をいう。

（対象者） 

第３条 不妊去勢手術支援を申請することができる者は、次に掲げる者とする。 

（１）飼い主のいない猫に関する苦情が発生している地域の住民（自治会等の長を含

む）

（２）多頭飼育問題が生じている飼い主

（3）その他協議会が必要であると認める者

（申請） 

第４条 不妊去勢手術支援を希望する者は、申請書（様式第 2 号）に猫の一覧（別記

１）及び誓約書（別記２）を添えて、協議会に申請しなければならない。



２ 協議会は、前項の規定による申請があったときは、聞取りや現地確認等により支援

の可否を決定し、支援が必要と判断した場合、不妊去勢手術依頼書兼完了届（様式

第３号 以下、「手術チケット」という。）を交付するものとする。 

（日時の調整等） 

第５条 前条第２項の規定により手術チケットの交付を受けた申請者は、手術チケット

に記載の手術実施期限までに不妊去勢手術が完了するように、協力動物病院と適宜

調整のうえ手術を実施する日時を決定するものとする。 

（猫の保護及び搬入） 

第６条 申請者は、手術対象の猫を保護し、指定された日時に協力動物病院に搬入す

るものとする。 

２ 申請者は、手術対象の猫の搬入時に、協力動物病院に対し協議会から交付された

手術チケットを提出するものとする。 

3 申請者は、手術対象の猫を保護できず、指定された日時に協力動物病院に搬入す

ることができない場合は、速やかに協力動物病院に連絡するものとする。 

4 前項の場合において、申請者は、手術チケットに記載の手術実施期限までに不妊去

勢手術が完了するように協力動物病院と再調整を行うものとする。 

（不妊去勢手術の実施） 

第７条 協力動物病院は、手術チケットを受領後、不妊去勢手術を実施するものとする。 

２ 不妊去勢手術が終了したときは、再手術等を防止するために、不妊手術の場合は

左耳の先端を、去勢手術の場合は右耳の先端をＶ字型に切除するものとする。 

3 麻酔後に手術対象の猫が手術済みであることが判明した場合、前項に定める処置

のみを行うものとする。 

4 前 3 項に要した費用は、協議会が負担するものとし、申請者は費用を負担しないも

のとする。 

（猫の引取り） 

第８条 申請者は、不妊去勢手術の終了後、協力動物病院が指定する日時に協力動

物病院から手術対象の猫を引き取らなければならない。 



（実績報告等） 

第 9 条 協力動物病院は、手術チケットに必要事項を記入のうえ善良に保管し、別表１

に定める期間ごとに協議会に対し提出するものとする。 

 

（支払い） 

第 10 条 協議会は、前条により提出を受けた実績をもとに、第 7 条第 4 項に定めると

おり、協力動物病院に対し次の各号に掲げる額を支払うものとする。 

（１）不妊手術 1 件につき 16,000 円 

（2）去勢手術 1 件につき 10,500 円 

2 協議会は、前項の支払いを別表 1 に定める期日までに、協力動物病院が指定する

口座に支払うものとする。 

 

（申請者の遵守事項） 

第 11 条 申請者は、手術チケットを利用して不妊去勢手術を実施する場合、他の者か

ら、その対価として金銭や物品等を受け取らないこと。 

2 第 3 条第 1 号の申請者は、次の各号に掲げる事項を遵守すること。 

（1）手術後の猫を、その飼い主として終生にわたり飼養できる者への譲渡に努めるこ

と 

（2）手術後の猫を解放する場合、元の生息場所付近の安全な場所で行うこと。 

（3）前号で解放した猫に給餌および給水等を行う場合、近隣住民の理解を得るように

努めるとともに、適切な餌の管理や糞尿処理を行うこと。 

３ 第 3 条第 2 号の申請者は、次の各号に掲げる事項を遵守すること。 

（1）手術後の猫を、その飼い主として終生にわたり飼養できる者への譲渡に努め、飼

育頭数の減少を図ること。 

（2）手術後の猫は、屋内飼育に努め、周辺へ迷惑が及ばないよう適正な管理を行うこ

と。 

 

（支援実施後の報告等） 

第１2 条 協議会は、申請者に対し、手術後の猫の生息状況や飼育状況等について、

聞き取りまたは報告を求めることができる。 

２ 申請者は、協議会から前項の求めがあった場合、適宜協力しなければならない。 

 



（不妊手術実施決定の取り消し等） 

第１3 条 偽りその他不正の方法により不妊去勢手術の申請を行った場合、又は当 

要綱（当要綱で規定する様式等含む）の規定に従わずに不妊去勢手術の実施が認

められた時は、協議会は、交付したチケットの回収、又は既に行われた不妊去勢手術に

係る費用を申請者に対し請求することができる。 

 （その他） 

第１4 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のため必要な事項について 

は別に定める。 

附則 

（施行期日） 

この要綱は、令和5年4月24日から施行する。 



【別表 1】 

支払い対象期間 協議会への報告期間 支払期限 

4 月から 6 月実施分 7 月 1 日から 7 月 31 日迄 8 月末日 

7 月から 9 月実施分 10 月 1 日から 10 月 31 日迄 11 月末日 

10 月から 12 月実施分 1 月 1 日から 1 月 31 日迄 2 月末日 

1 月から 3 月実施分 4 月 1 日から 4 月 30 日迄 5 月末日 



（様式第 1 号） 

年    月    日 

参加同意書 

（宛先）飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進協議会会長 

住 所 

氏 名 

飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進事業実施要綱に基づく不妊去勢手術に

ついて、以下のとおり協力動物病院として参加することに同意します。 

〇動物病院名 

〇動物病院住所 

〇手術予約時の連絡先 

■振込先

金融機関名 支店名 

（支店番号） 

預金種目 普通 ・ 当座 口座番号 

口座名義 

（フリガナ）

【参 考】月間手術受け入れ可能頭数： 頭/月 

※可能頭数を超え、手術対応できない場合は、相談者に対しその旨説明し、他の協

力動物病院に連絡するようご案内ください。



（様式第 2 号） 

年    月    日 

 

申  請  書 

 

（宛先）飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進協議会会長 

 

住  所 

 

氏  名 

 

電話番号 

 

 下記のとおり猫の不妊去勢手術を実施したいので飼い主のいない猫等の不妊去勢

手術推進事業実施要綱第４条に基づき、別紙を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 手術を希望する理由 

□ 地域に生息する特定の飼い主のいない猫の繁殖を抑制するため 

□ 飼い猫について、要綱第２条第 2 号に定義する多頭飼育問題が生じているため 

 

２ 手術対象となる猫の一覧 

別記 1 のとおり 

 

3 手術対象となる猫の保護及び協力動物病院への搬送 

□ 保護及び搬送について、申請者自身で実施可能です 

□ 保護及び搬送について、他者の協力を必要とするため、協議会およびその関係

者間で申請内容を共有することに同意します 

 

4 誓約書 

別記 2 のとおり 



（別記 1） 

手術対象となる猫の一覧 

番号 生息場所 性別 毛色 年齢 備考 

１ オス・メス

不明

ヵ月 

才 

2 オス・メス

不明

ヵ月 

才 

3 オス・メス

不明

ヵ月 

才 

4 オス・メス

不明

ヵ月 

才 

5 オス・メス

不明

ヵ月 

才 

6 オス・メス

不明

ヵ月 

才 

7 オス・メス

不明

ヵ月 

才 

8 オス・メス

不明

ヵ月 

才 

9 オス・メス

不明

ヵ月 

才 

10 オス・メス

不明

ヵ月 

才 

※一回の申請につき、10 頭が上限となります。

※手術対象の猫が 10 頭以上いる場合、今回申請した 10 頭全ての不妊去勢手術が

終了すれば、再申請が可能となります。



（別記 2） 

誓約書 

 

私は、飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進事業実施要綱第 4 条に基づく申

請を行うにあたり、下記の事項を誓約します。 

 

記 

 

１ 申請した猫は、福岡市内に生息する猫であること。 

２ 飼い主のいない猫の保護にあたっては、飼い猫を誤って保護することがないよう注

意喚起するため、掲示、回覧等の方法により、あらかじめ周辺住民へ周知をすること。 

3 飼い猫を誤って不妊去勢手術してしまった場合等、手術の実施に関して発生した責

任問題等については、自らの責任をもって飼い主等との間で解決すること。 

4 猫の健康状態によっては手術ができない場合があることを了承していること。 

5 手術中又は術前術後に当該猫が死に至る等の不測の事態が生じうることを了承し、

協議会および協力動物病院に対し責任を問わないこと。 

6 当該猫の不妊去勢手術が終了したことが外見から判断できるよう、手術と同時に

右耳もしくは左耳の先端をＶ字型に切除することについて了承していること。 

7 飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進事業実施要綱第 11 条の事項を遵守す

ること。 

8 不妊去勢手術の終了後、協議会から当該猫の生息の状況等について報告等を求

められた場合、適宜協力すること。 

9 当該猫の当事業における不妊去勢手術の権利を他人に譲渡等行わないこと。 

 

 

 年    月    日 

 

住 所 

 

氏 名 

 

 



〈参考〉 飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進事業実施要綱（抜粋） 

（申請者の遵守事項） 

第 11 条 申請者は、手術チケットを利用して不妊去勢手術を実施する場合、他の者か

ら、その対価として金銭や物品等を受け取らないこと。 

2 第 3 条第 1 号の申請者は、次の各号に掲げる事項を遵守すること。 

（1）手術後の猫を、その飼い主として終生にわたり飼養できる者への譲渡に努めるこ

と 

（2）手術後の猫を解放する場合、元の生息場所付近の安全な場所で行うこと。 

（3）前号で解放した猫に給餌および給水等を行う場合、近隣住民の理解を得るように

努めるとともに、適切な餌の管理や糞尿処理を行うこと。 

３ 第 3 条第 2 号の申請者は、次の各号に掲げる事項を遵守すること。 

（1）手術後の猫を、その飼い主として終生にわたり飼養できる者への譲渡に努め、飼

育頭数の減少を図ること。 

（2）手術後の猫は、屋内飼育に努め、周辺へ迷惑が及ばないよう適正な管理を行うこ

と。 



【施術日】 年　　　　　　月　　　　　　日

【動物病院名】 【施術獣医師名】

不 妊 去 勢 手 術 依 頼 書 兼 完 了 届

施術内容
□メス不妊手術+耳先カット　　　□メス耳先カットのみ　　　□　施術不能

□オス去勢手術+耳先カット　　　□オス耳先カットのみ　　　（理由： ）

氏名

まで

年齢

生息場所

住所

(手術対象猫の情報)

【宛　先】協力動物病院院長

　裏面記載の注意事項を確認し、全てに同意の上で「飼い主のいない猫等の不妊
去勢手術推進事業」における、猫の不妊去勢手術を依頼します。

依頼日：　　　　　年　　　　月　　　　日

(申請者情報)

（様式第3号）

【宛　先】飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進協議会会長

　下記のとおり、「飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進事業」における猫の
施術を実施しました。

以下、協力動物病院記入欄

№ 

性別

電話番号

毛色

手術実施期限



不妊去勢手術に関する注意事項

□不妊去勢手術を依頼する猫は、以下のものに限ります。
　　　・市内に生息する飼い主のいない猫
　　　・多頭飼育問題が生じている飼い主の飼い猫

□あらかじめ動物病院に、飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進協議会（以下、協
議会という。）の手術支援事業での手術である旨を伝えたうえで、来院日時を予約し、病
院の指定する時間までに猫を連れて来院してください。また、術後のお迎え日時について
も、病院の指示に従ってください。

□手術予定の猫が手術予定日に保護できなかった場合は、速やかに手術予定の動物
病院に対しその旨連絡してください。

□ご相談された協力動物病院に手術の先約が入っている場合など、ご希望の日時で予
約をとれないこともありますので、ご了承ください。また、近隣の協力動物病院にご相談す
ることも併せてご検討ください。

□手術実施期限（表面記載）がありますので、期限を超過しないようにご注意ください。
 
□猫は捕獲器等に入れた状態で動物病院に搬入してください。（※捕獲器等を布でくる
んだ状態にすると猫が落ち着いて安全です。）
 
□「不妊去勢手術依頼書兼完了届」は必ず猫の搬入日当日に協力動物病院に提出し
てください。
 
□猫の健康状態その他の事情により施術できない場合があります。また、施術方法及び
術前、術後の管理方法については各動物病院に一任して頂きます。
 
□不妊去勢手術を行なった猫に対しては、手術済みであることを識別するための耳先
カットを施します。
 
□施術動物病院及び協議会は、本事業の手術等により猫が死亡したり後遺症が発生し
たりする等の不測の事態が生じた場合にも、一切の責任を負う事はできません。
 
□不妊去勢手術及び耳先カット以外の施術、治療・検査等をご希望の場合は別途有料
になります。詳しくは各動物病院にお問い合わせください。



令和５年○月○日  

 

○○動物病院 院長様 

 

福岡市飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進協議会 

            会長  森 真琴 

 

 

「福岡市飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進事業」における 

協力動物病院の募集について 

 

 平素から、動物愛護及び管理の推進に多大なるご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

当協議会は、福岡市と市内の動物関係団体、獣医師会を構成団体として、猫の不妊去勢

手術の推進に関する事業等を行うことで、地域の生活環境の保全並びに殺処分頭数の減少

を図るために令和５年４月に設立されました。 

さて、当協議会では、「福岡市飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進事業」に令和５年

度より試行的に取り組み、令和６年度以降の本格実施を目指しておりますが、飼い主のい

ない猫及び多頭飼育の猫に対する不妊去勢手術を円滑に実施するためには、市内の動物病

院様のご協力無しには成し得ないものと考えております。 

つきましては、同事業にご協力いただける動物病院様を広く募集いたしますので、お手

数ですが、同封の資料をご確認いただき、事業趣旨にご賛同いただける場合は、「参加同意

書」に必要事項をご記入のうえ、裏面記載の協議会事務局宛に郵送、ＦＡＸまたはメール

いただきますようお願いいたします。 

ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。 

 

記 

１ 送付資料 

（１）飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進事業実施要綱 

（２）飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進事業の流れ 

（３）参加同意書（様式第１号） 

 

 ２ 手術予定頭数（令和５年度） 

   約６００頭 

 



 ３ 手術費用（税込） 

   オス：10,500 円/頭  メス：16,000 円/頭 

    ※同事業の手術支援申請者に自己負担はありません。 

    ※要綱に定める期間毎に実績に応じた費用を協議会よりお支払いします。 

 

 ４ 手術支援開始時期 

   令和５年７月１日（予定） 

 

 ５ 参加同意書提出期限 

   令和５年○月○日（○）まで 

    ※メールでの回答をご希望の方は、様式をデータ送付させていただきますので、

協議会事務局までご一報ください。 

 

【問い合わせ先】 

福岡市飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進協議会事務局 

（福岡市家庭動物啓発センター）    担当：有澤、三坂 

〒819-0005 福岡市西区内浜 1-4-22 

TEL:092-891-1231 FAX：092-811-1259 

E-mail：dobutsukanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp 



令和5年4月1日現在

区 病院名 郵便番号 所在地 市獣医師会 あすなろ

アイリス動物病院 813-0035 松崎4-1-36 〇 ○

青葉動物病院 813-0025 青葉1-1-20

稲員犬猫香椎病院 813-0003 香住ヶ丘2-4-4 ○

海の中道動物病院 811-0201 三苫6-2-31 〇 ○

福岡東動物病院 813-0013 香椎駅前3-4-25 ○

治どうぶつ病院 813-0016 香椎浜3-12-1 ○

香椎ペットクリニック 813-0011 香椎4-15-30 〇

加藤獣医科医院 813-0033 多々良1-45-21 〇

かわかみ動物病院 813-0001 唐原3-17−21 〇

ちはやペットクリニック 813-0043 名島3-2-3 ○ ○

とみながペットクリニック 813-0041 水谷2-2-29 ○

ととろ動物病院 813-0032 土井1-21-11

のぞえ動物病院 812-0063 原田1-27-3 ○

筥松ミルキーどうぶつ病院 812-0053 箱崎1-41-13 ○ ○

みどりが丘動物病院 813-0024 名子3-7-20

わじろ動物病院 811-0204 奈多1-5-3

わかみや動物医療センター 813-0036 若宮4-2-39 ○

照葉ペットクリニック 813-0017 香椎照葉6-6-6

愛犬クリニック村上 812-0874 光丘町1-3-47

エフ・筑紫通りペットクリニック 812-0892 東那珂3-1-4

オアシス動物病院 812-0888 板付7-10-37 ○

春日動物麦野病院 812-0882 麦野4-3-2

タニ獣医科 812-0017 美野島1-6-16 ○

なごや動物医院 812-0894 諸岡3-10-25 ○ ○

バーツ動物病院 812-0894 諸岡4－3－1

博多北ハート動物病院 812-0028 須崎町10-8 ○

博多住吉動物病院 812-0018 住吉2-4-7 ○

博多の森どうぶつ病院 812-0851 青木1-16-19-5 ○

博多犬猫医療センター 812-0044 千代1-16-14-1F

福岡動物医療センター 812-0895 竹下2-9-22 ○ ○

めとき動物病院 812-0014 比恵町7-20

安永動物病院 812-0858 月隈2-4-3

吉塚ペットクリニック 812-0041 吉塚5-2-3 ○ ○

アイドル総合動物病院 810-0022 薬院4-7-11

秋本動物病院 810-0023 警固2-2-15 ○ ○

江浜獣医科病院 810-0024 桜坂1-2-2 ○

オークどうぶつ病院 けやき 810-0042 赤坂3-4-31 ○

くるみ動物病院 810-0063 唐人町3-11-57 ○

佐藤獣医科病院 810-0053 鳥飼1-8-6 ○ ○

浄水通どうぶつ病院 810-0028 浄水通3-3-102 ○

ひよどり動物病院 810-0029 平尾浄水町7-7-201

白金アニマルクリニック 810-0012 白金2-15-14-1 ○ ○

リライフアニマルクリニック 810-0014 平尾2-20-40-2Ｆ、3F

武石動物病院 810-0014 平尾3-6-8 ○

パーク動物医療センター 810-0064 地行4-18-9 ○ ○

福岡中央動物病院 810-0035 梅光園2-15-14 ○ ○

みなとおおほり動物病院 810-0074 大手門2-9-29 ○ ○

ルーキー動物病院　福岡 810-0033 小笹2-7-27

あぐり動物病院 814-0123 長尾5-30-16

いぬねこ病院 814-0153 樋井川3-17-9-102

エムズ動物病院 814-0155 東油山1-1-17 ○ ○

きどう動物病院 814-0113 田島5-4-18 ○ ○

cat spot clinic 814-0123 長尾5-13-20

城南動物病院 814-0151 堤1-14-12 ○

七隈どうぶつ病院 814-0133 七隈6-2-20 ○

福岡ねこの病院 814-0104 別府4-3-8-1F ○

みつば動物病院 814-0101 荒江1-10-2 ○

ふるせ動物病院 814-0103 鳥飼4-2-13

博
多
区

中
央
区

城
南
区

文書発送予定病院一覧

東
区



令和5年4月1日現在

区 病院名 郵便番号 所在地 市獣医師会 あすなろ
リライフアニマルクリニック福岡長住院 811-1362 長住1-9-26

大橋動物病院 815-0035 向野2-19-4

かなどう動物病院 815-0004 高木2-2-2 ○

くま動物病院 815-0083 高宮1-2-23-1F ○ ○

児玉どうぶつ病院 811-1346 老司1-5-2 ○ ○

砂輝動物病院 815-0035 向野1-19-33 ○ ○

さとこ犬猫クリニック 815-0041 野間4-17-30-1F
しみず動物クリニック 815-0031 清水2-9-28

杉野動物病院 815-0033 大橋3-31-1 ○

たかみや通り動物クリニック 815-0083 高宮2-1-33 ○

武末どうぶつクリニック 815-0075 長丘2-24-12

P2ペットクリニック　西長住店 811-1361 西長住1-12-47

なの花動物病院 815-0042 若久6-67-5 ○

はる動物病院 811-1352 鶴田3-6-33 ○

ひばるペットクリニック 811-1355 桧原3-13-14 ○ ○

ひまわり動物病院 811-1351 屋形原1-3-1

ペットクリニックハレルヤ平和病院 815-0071 平和1-30-63

まつばらペットクリニック 815-0075 長丘5-26-11

まとばフォレスト動物病院 811-1314 的場2-12-8 ○

みぎわ動物病院 815-0075 長丘3-9-1 ○ ○

山中動物病院 815-0033 大橋1-24-16 ○

よこてみなみペットクリニック 811-1312 横手南町20-1 ○

老司どうぶつ病院 811-1346 老司1-17-34-107 ○

若久動物病院 815-0042 若久5-22-1 ○

アン動物病院 814-0033 有田5-7-18 ○ ○

岩本動物病院 811-1102 東入部7-35-11 ○

ごとふ動物病院 814-0013 藤崎1-1-37 ○

次郎丸動物病院 814-0165 次郎丸4-9-42 ○

聖ノア動物病院 814-0171 野芥3-27-27 ○

西村獣医科病院 814-0171 野芥4-46-5

ふじさき動物病院 814-0013 藤崎2-13-1 ○

ベル動物病院 814-0165 次郎丸1-28-15 ○

室見動物病院 814-0015 室見1-11-9 ○ ○

もみじ動物病院 811-1101 重留1-8-1 ○ ○

山本動物病院 814-0161 飯倉5-21-27 ○ ○

リード動物病院 814-0021 荒江2-9-24 ○

りんご動物病院 814-0174 田隈3-6-26 ○ ○

アドックどうぶつクリニック 819-0055 生の松原2-7-16 ○ ○

あぶらぎ動物病院 819-0022 福重1-1-18 ○

アルク動物病院 819-0031 橋本2-15-36

宇賀ペットクリニック 819-0378 徳永北8-1 ○ ○

うりゅう動物病院 819-0379 北原1-6-18 ○ ○

オークどうぶつ病院 819-0014 豊浜1-1-11 ○

シャノワール動物病院 819-0002 姪の浜6-1-5 ○ ○

１６動物病院 819-0041 拾六町5-3-6 ○

ドリトル動物病院 819-0043 野方2-2-21 ○ ○

なな。猫達のための病院 819-0041 拾六町2-12-262

福重動物病院 819-0022 福重3-33-4

ペットクリニックハレルヤ愛宕病院 819-0015 愛宕4-18-31 ○

マリーナ動物病院 819-0001 小戸4-22-16 ○ ○

姪浜どうぶつ病院 819-0002 姪の浜1-24-25

ルカどうぶつ二次診療クリニック 819-0015 愛宕2-20-3 ○

西
区

早
良
区

南
区

文書発送予定病院一覧



飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進事業の流れ

（事前）相談受付～手術チケットの交付：協議会で実施

① 申請
市民が協議会に支援を申請します。

② 手術チケットの交付（支援決定）
支援決定の場合、申請者に「不妊去勢手術依頼書兼完了届」（手術チケット※）を交付します。

③ 手術日の決定
申請者から各動物病院に予約の連絡が入ります。
手術の注意点などを伝え、猫の搬入日（手術日）を決めてください。

④ 猫の受入れ
捕獲器やキャリーごと猫を預かり、搬入者に猫の返却日時を伝えてください。
その際、手術チケットを受け取り、内容を確認してください。

⑤ 手術の実施
手術実施後、猫の耳先にV字カット（オスは右耳・メスは左耳）を施します。
（手術済の場合は耳先カットのみ実施）

⑥ 猫の返却
搬入時と同じ捕獲器等に入れた状態で、申請者に返却してください。

⑦ 手術チケットの提出
必要事項を記入の上、協議会事務局に提出してください。

支払い：協議会で実施

⑧支払い
手術チケット提出期限の翌月末までにお支払いします。（オス：10,500円/頭、メス：16,000円/頭）

不妊去勢手術：動物病院様で実施

※協力動物病院で、自己負担なしで不妊去勢手術（以下「手術」という。）が受けられるものです。
※「自己負担なし」の対象は、「手術及び耳先カットのみ」です。

※裏面のフローチャートもご参照ください。



申請者 協議会 動物病院

事前準備 ②支援決定・
手術チケット交付

手術 手術の予約

猫の捕獲

猫の運搬・
チケット提出

猫の受取り

報告・
支払い

受領

①申請 ②支援決定・
手術チケット交付

④猫の受入れ

⑤手術の実施

⑥猫の返却

⑦手術チケット
の提出

⑧支払い

③手術日の決定

飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進協議会事務局（福岡市家庭動物啓発センター）
住所：〒819-0005 福岡市西区内浜1-4-22 
電話：092-891-1231 FAX：092-891-1259
E-mail：dobutsukanri.PHB@city.fukuoka.lg.jp

問い合わせ先



（様式第 1 号） 

年    月    日 

参加同意書 

（宛先）飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進協議会会長 

住 所 

氏 名 

飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進事業実施要綱に基づく不妊去勢手術に

ついて、以下のとおり協力動物病院として参加することに同意します。 

〇動物病院名 

〇動物病院住所 

〇手術予約時の連絡先 

■振込先

金融機関名 支店名 

（支店番号） 

預金種目 普通 ・ 当座 口座番号 

口座名義 

（フリガナ）

【参 考】月間手術受け入れ可能頭数： 頭/月 

※可能頭数を超え、手術対応できない場合は、相談者に対しその旨説明し、他の協

力動物病院に連絡するようご案内ください。



【施術日】 年　　　　　　月　　　　　　日

【動物病院名】 【施術獣医師名】

不 妊 去 勢 手 術 依 頼 書 兼 完 了 届

施術内容
□メス不妊手術+耳先カット　　　□メス耳先カットのみ　　　□　施術不能

□オス去勢手術+耳先カット　　　□オス耳先カットのみ　　　（理由： ）

氏名

まで

年齢

生息場所

住所

(手術対象猫の情報)

【宛　先】協力動物病院院長

　裏面記載の注意事項を確認し、全てに同意の上で「飼い主のいない猫等の不妊
去勢手術推進事業」における、猫の不妊去勢手術を依頼します。

依頼日：　　　　　年　　　　月　　　　日

(申請者情報)

（様式第3号）

【宛　先】飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進協議会会長

　下記のとおり、「飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進事業」における猫の
施術を実施しました。

以下、協力動物病院記入欄

№ 

性別

電話番号

毛色

手術実施期限



不妊去勢手術に関する注意事項

□不妊去勢手術を依頼する猫は、以下のものに限ります。
　　　・市内に生息する飼い主のいない猫
　　　・多頭飼育問題が生じている飼い主の飼い猫

□あらかじめ動物病院に、飼い主のいない猫等の不妊去勢手術推進協議会（以下、協
議会という。）の手術支援事業での手術である旨を伝えたうえで、来院日時を予約し、病
院の指定する時間までに猫を連れて来院してください。また、術後のお迎え日時について
も、病院の指示に従ってください。

□手術予定の猫が手術予定日に保護できなかった場合は、速やかに手術予定の動物
病院に対しその旨連絡してください。

□ご相談された協力動物病院に手術の先約が入っている場合など、ご希望の日時で予
約をとれないこともありますので、ご了承ください。また、近隣の協力動物病院にご相談す
ることも併せてご検討ください。

□手術実施期限（表面記載）がありますので、期限を超過しないようにご注意ください。
 
□猫は捕獲器等に入れた状態で動物病院に搬入してください。（※捕獲器等を布でくる
んだ状態にすると猫が落ち着いて安全です。）
 
□「不妊去勢手術依頼書兼完了届」は必ず猫の搬入日当日に協力動物病院に提出し
てください。
 
□猫の健康状態その他の事情により施術できない場合があります。また、施術方法及び
術前、術後の管理方法については各動物病院に一任して頂きます。
 
□不妊去勢手術を行なった猫に対しては、手術済みであることを識別するための耳先
カットを施します。
 
□施術動物病院及び協議会は、本事業の手術等により猫が死亡したり後遺症が発生し
たりする等の不測の事態が生じた場合にも、一切の責任を負う事はできません。
 
□不妊去勢手術及び耳先カット以外の施術、治療・検査等をご希望の場合は別途有料
になります。詳しくは各動物病院にお問い合わせください。
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